
名古屋大学における安全保障輸出管理

名古屋大学

学術研究・産学官連携推進本部

（平成29年8月30日）
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企業等セッション_ 名古屋大学における安全保障輸出管理の説明

1. 大学等における安全保障輸出管理と重点課題
2. 名古屋大学における安全保障輸出管理



1.大学等において、なぜ安全保障輸出管理が必要か？
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国際的な学術交流が高まり、留学生、外国人の研究者が著しく増加してきています。

これに伴い、海外への技術提供や国内の非居住者へ接触する機会が一層増大し、
大量破壊兵器 の開発等につながる技術や貨物が大学より流出・拡散する可能性が

高まってきています。

外国人留学生20万人

出典：独立行政法人日本学生支援機構(JASSO) （H28.3）

技術流出防止が課題

技術：研究内容
貨物：研究対象物、研究設備



● 安全保障輸出管理に関連した技術の流出
技術の流出パターン

Ａ ◎ 教職員からの流出（提供） 例 国際的共同研究等

Ｂ ◎ 留学生・外国人研究者からの流出（提供） 例 帰国時等

Ｃ ◇ 学生（留学生以外）からの流出（提供）例 留学時等

D ◇ その他提供意思のない流出 例 サイバー攻撃等

１.大学における輸出管理の重点課題 /機微度の把握、留学生への啓発

技術内容の機微度

（大） ・大量破壊兵器
転用技術

・通常兵器
転用技術

（小） ・その他技術

管理体制、管理システム構築済みの大学もあるが、技術の流出（技術の提供）に関して、教職員や

留学生等の知識や認識が十分とは言えない。

《課題》 教職員等や留学生等の認識不足や不注意からの機微技術流出を防止すること。

● 《 解決方法（取組み）》

３

留学生等への普及啓発活動

B 留学生・外国人研究者からの流出

CASE-B・・・大学院の講義、説明会

研究内容の機微度調査

A 教職員等からの流出

CASE-A・・・調査活動で濃淡管理
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2.1. 名古屋大学における輸出管理の取り組み状況

4
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（年度） 2005-6 2007-8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

法令改正・通知等 ◆’09/11外為法改正 ◆’12/7ホワイト包括制度 ◆’15/11
◆’10/4輸出者等遵守基準施行 ホワイト包括更新

◇’05/4 ◇’06/3 「大学における輸出管理の強化について」
◇’08/1「機微技術ガイダンス（大学・研究機関用）」

名古屋大学における
導入への取組み

◆リスクマネジメント
モデル事業採択

〇’06/12学内説明会 〇’09/5学内説明会
◎’09/12輸出管理研修会（文科省・名大主催）

①責任者
②体制
③④手続き
⑤出荷管理

学内手続き・管理の実施 ◎’09/4規程制定 → 関連マニュアル制定（現在：12）

管理体制の強化 ◎’10/9専門家、 ◎’12/4URA輸管担当

濃淡管理 〇取引に応じた決裁方式
○受入れ事前チェック方式

⑧文書管理 電子申請システム ◎導入 ○改良

＜許可申請＞ 一般包括許可・NACCS導入
◎11月

◇更新

⑥監査（⑨報告） 定期監査 （毎年6～7月実施） △調査 ○1 ○2 ○3 ○4 〇5

⑦研修
啓発活動

ホームページ ◎開設 ○改良 ○改良 ○改良

説明会（新任教員、研修会、教授会） ○16回 ○9回 ○9回 ○16回 ○7回 ○11回 〇2回 〇12回

ハンドブック ○初版 ○2版 ○3版 ○4版 ○5版

ポスター・パンフレット ◎ポスター配布 ◎パンフレット

Ｅメール研修・Ｅラーニング研修 Eﾒｰﾙ
研修

10月～Eﾗｰﾆﾝｸﾞ研修ｽﾀｰﾄ

その他トピック ◆’13/6名古屋税関の輸出事後調査

学内通知・上層部への提言

説明会開催
教職員への啓発

◇12/11一般包括取得

輸
出
者
等
遵
守
基
準
①
～
⑨
へ
の
対
応



２.2. 安全保障輸出管理体制 ／ 体制と業務

最高責任者（総長）

輸
出
管
理
部
門

輸出管理統括責任者
（理事又は副総長

［産学官連携又は国際交流担当］）

○輸出管理ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ

研究協力部

教職員

◎部局長

事務部門
（関連部署）

各
部
局
（
実
施
部
門
）

①基本方針・施策の決定
②重要事項に関する決定

①輸出管理体制及び業務の統括
②規程・要領等の制定・改廃
③二次該非判定・最終確認
④取引審査・確認
⑤経産省への相談
⑥経産省への許可申請支援
⑦教育・監査
⑧政省令等改正など周知徹底

①輸出管理業務の統括
②一次該非判定・確認
③取引審査・確認
④教職員等への相談対応
⑤教職員等への教育

①輸出管理事務

一
次
審
査
部
門

二
次
審
査
部
門

◎部局員に対する周知徹底
◎監査、調査等に対する協力
○輸出管理部門への協力
○教職員に対する事務支援
○部局での自主管理案件の管理

相談
又は

申請
（電子申請等）

輸出管理責任者
（国際教育交流本部）

○輸出管理ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

承認
又は

確認

○輸出管理手続きの実施
○事前確認、一次判定

協力
支援

（国際学術交流関連・国際的な産学官連携関連：業務は連携）

連携 部局内自主管理
（海外出張、留学生・研究
者等受入れ時）
事務支援（許可申請等）

松尾総長

財満理事・
副総長
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輸出管理責任者
（学術研究・産学官連携推進本部）

○輸出管理ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
連携
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直接相談・申請できる

ポイント



（13件
［0.2%］）

1.海外・外国人との接触の機会発生
（海外出張・留学生の受入れ など）

2.輸出管理が必要かを判断

3.電子申請（手続き）が必要か確認

4.電子申請する

“事前チェックリスト”提出

“取引審査票”提出

許可の申請・取得

5.輸出・技術の提供・受入れ実施

6.文書類の保管（少なくとも7年間）

・該当品・機微（疑義）案件 等

・許可が必要な場合

（625件
［100%］）

（45件
［7.2%］）

輸出管理
ホームページ

（様式1)

留学生等
受入れ用

（様式2）

技術提供・
貨物輸出用

注）件数は、2016年度実績値

（共通様式）

取引審査票

電子申請システム

個別相談・輸出管理ハンドブック

電子申請要否の
事前確認
チェックシート

２.3. 輸出管理手続きの業務フロー/ビジュアルに表現

利用

参考

（規制品の場合）

同一性確認
チェックリスト

規制品（許可取得品）は輸出・提供前に同一性確認を実施

6
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□ 申請者側（教職員）

２.4.輸出管理における濃淡管理：名古屋大学の特長

□ 審査側（輸管部門・部局事務）

申請者の輸出管理遵守意識度

機
微
度

高低低

高
厳重管理

重点管理

通常管理

項目管理

自主管理

留学生等受入時に、受入先の保有技術

の機微度と法令遵守意識で濃淡管理

７

〇 電子申請を省略できる

CASE-A・・・調査活動で濃淡管理
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電子申請要否の事前確認チェックシート

特定の貨物の設計・製造・使用に関する
技術の提供がない場合。
（人文系の研究活動や表敬訪問等）

公知の技術のみを提供する場合
（市販テキストによる講義や指導、公開
シンポジウム等への参加、公開施設
・展示室のみの見学等）

来日後６か月を経過している場合

（居住者の場合）・・・注1

日本での他の機関と雇用を結んでいる場合

（居住者の場合）・・・注1

電子申請の要否を確認
電子申請が省略できる場合［要約］

注１） 研究内容、出身国等より、申請必要な場合あり

Ｑ＆Ａも利用

輸出管理
ホームページ

「電子申請が省略できる場合」にあたらない

電子申請する

２.5. 電子申請要否の確認プロセス/留学生等の受入の場合

利用
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２.6. 輸出管理システム

事前検討
/相談

電子申請
/審査判定

許可申請
輸出手続
監査

相談 ・学内申請・審査/該非判定 ・許可申請・監査の一気通貫のプロセス

監査

9
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電子申請するとき

電子申請の要否を確認するとき

受入れの事前チェックをするとき

相談の窓口

説明会資料、データ、事例など
最新の情報
・法改正情報など

規制の概要
・関連リスト類など
（経産省HP情
報）

経産省・税関等学外関連するＨＰへのリンク
学外の参考情報等

学内手続きの解説

（ＵＲＬ）http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/researcher/security/

安全保障輸出管理の基本的な説明

外国ユーザーリスト

リスト規制の詳細

包括許可適用及び

個別許可申請をするとき

該非判定の解説・様式

マニュアル類

Ｅラーニング

ENGLISH
page

よくある質問集

Nagoya University Proprietary Information

２.7.安全保障輸出管理HP ／ まずは開いてみよう



Nagoya University Proprietary Information
11

＜概要＞
 市販の事務決裁システム（ワークフローシステム）に

本学独自「審査票」を作成
 審査票 【１】「事前チェックリスト」（2種類）

【２】「取引審査票」 （1種類）

2.8. 電子申請システム概要/使いやすく安心なシステム

＜特長＞
教職員が保有するパソコンから申請ができる・・・

Mac.対応でOSやブラウザの制限は基本的になし
通知メール・・・承認結果はメールで自動通知。
添付ファイル・・・該非判定、関連資料も添付可。
文書管理・・・完了後は電子文書を一括管理。
実績把握・・・過去の類似申請の確認ができる。
進捗管理・・・申請者は、審査状況を確認できる。
内容訂正・・・輸管事務局のみ一部訂正可能。
●サーバ等の十分なセキュリティを確保。

＜「審査票」について＞・・・名大の独自設計
①フロー形式で拒否感を減ずる
②フローの到達先ごとに段階的審査を実施
③解説ボタンがあり、不明点を確認

事前チェックリストの
データを引き継ぐ

①-2（受入れ）用

【２】取引審査票

プルダウンで回答

法令等チェックは
フロー形式

解説ボタン
あり

【１】事前チェックリスト ①-1（技術・貨物）用



導入効果・・・処理時間短縮、蓄積データ活用、申請時間の短縮

電子申請システムの導入

2.9.電子申請システムの導入効果/審査者から見たメリット

事前
チェックリ
スト 該非判

定書 カタ
ログ等

申請者（教員・秘書等）

申請

メール通知

メール
通知

取引審
査票

最終承認

審査部門

添付ファイル

審査／承認

＜決裁フローのイメージ＞ ＜画面例＞

管理者画面

№ 文書
状態

発効
状態

ワーク
フロー
状態

受付
番号

判
定

提供技術又は輸出貨
物の名称

11.9
5.0 2.5 2.2 2.5 2.8 2.4

55

34

11 9
15 13 13

0
10
20
30
40
50
60

平均日数

2009 ・・10 ・・11 ・・12 ・・13 ・・14 ・・15

＜審査日数の推移＞

★ 審査者からのポイント
過去の該非判定書、項目別対比表、審
査・承認コメントがデータベース化されてお
り、これを活用することで、ブレのない効率
の良い審査・承認ができる。

12
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2.10.電子申請システムの導入効果/申請者から見たメリット
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名古屋大学の電子申請システムでは、事前相談後の事前チェックリスト、
取引審査票の審査・承認を行っている。

申請者から見たメリットは3つある。

１. 申請者の目から審査の見える化 ⇒

申請者が、審査がどこまで進んでいるのか、審査者がどのようなコメント出しているかが、

ワークフロー画面で確認できる。 審査の段階ごとに、申請者へメールが自動配信され、

次に何をすればよいのか分かりやすい。

２. 複写申請が可能で申請効率化 ⇒ 申請者負担軽減

申請者がこれまで申請した案件のリストの一覧が画面上で確認でき、類似案件であれば

複写申請ができる。 初回の電子申請には通常15分から30分の入力時間必要だが、

複写申請の場合1分以内で申請ができる。

３. 審査ルートの振り分けで効率化 ⇒ 申請者へのレスポンスを改善

事前チェックリスト内容により申請案件が自動で振り分けられ、機微度により1次審査のみ、

2次審査まで必要、取引審査票が必要、原則受入不可の４つに、自動で振り分けられる。

濃淡管理の考え方を活かした効率の良いシステムとなっている。

申請者のストレスをためない
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チェックポイント 指標 導入後改善 改善の方策 具体的な取り組み

1 浸透と定着

相談/申請

・輸出管理
相談件数

・該非
判定件数

〇
（30%増加）

◎
（倍増）

・教職員への周知活動の継続

・幹部層には監査で改善アピール

・インフラ（HP等）活用

①説明会による啓発
・教授会説明会（毎年監査時期に合わせ）
・新任教員研修会での説明会(毎年4月)

②監査で現状把握
・役員会議で報告

③教材提供、解説書、手引き類作成
・輸出管理ハンドブック、パンフレット等
・Ｅラーニング研修

2 効率化

手続き簡素化

スピードアップ

・申請者の
申請時間

・審査者の
処理時間

◎
（1/2に短縮）

◎
（1/4に短縮）

・手続きの簡素化

・データベース化で処理時間短縮

①電子申請システム
・独自作成のワークフロー方式を採用

②濃淡管理を導入し、自己チェックを拡大
・留学生等の受入れ等での
「自己チェック方式」等

3 実効性

継続性のある
仕組み

・新規
申請者数

・リピーター
申請者数

〇
（70人/年の増加）

◎
（3倍に増加）

・相談窓口・ホームページ充実

・教職員が嫌気を起さないように

・気軽に相談できる窓口とHP充実

①窓口を審査部門の専門家に一本化
・面談による相談対応を積極的に実施

②ホームページの充実
・濃淡管理、相談時に活用できるホームページ

③出張相談を実施
・申請者申請業務の閾値を下げる
・マニュアル見なくても申請できる。

★アピールポイント

費用/効果
・技術流出防止
件数

4件
（本年度より）

・リスクの顕在化 ①機微技術の把握（本年度から実施）
・保有技術の機微度と意識度で階層化

2.11.電子申請導入後の３つのチェックポイント～成功の秘訣～

＜目標＞輸出管理システムの浸透と定着 ・ 効率化 とともに 実効性ある仕組みを構築する

成功の秘訣

（アピールポイントとして、技術流出防止件数で費用/効果を実績経常）

チェックポイント１ チェックポイント３チェックポイント２
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ログイン後に開く画面です。

①左側のメニューから「訪問者・留学生
等受入」あるいは「技術提供・貨物輸
出」を選択します。

②「新規申請」を選択しま
す。

1-1-13新規申請の方法①（留学生等の受入用、技術の提供・貨物の輸出用）

15

電子申請を行う前には、該非判定書やカタログや仕様書（貨物・技術の場合）もしくは、履歴書や研究計画書（留学生等の受入

の場合）をご準備ください。システム上でこれら資料の添付が必要となります。

2.12.電子申請システムの操作手順（１）・・・申請画面

Nagoya University Proprietary Information



用途に疑義がない（軍事用途等に使わ
れない）ことがわかる記載をすることがポイ
ントです。

1-1-4 新規申請の方法②（留学生等の受入用、技術の提供・貨物の輸出用）

16

この事前チェックリストは「技術提供・貨物輸出」用のものです。
「訪問者・留学生等受入」用も、同様の記入と操作となります。

①貨物等の名称
②貨物等の仕様等
③該非判定の根拠資料
④仕向地
⑤輸出・提供先
⑥需要者
⑦需要者の所在地
⑧用途

■ 記入要領はこちら
（ http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/researcher/security/style_chronicle/index.html ）

事前チェックリストに内容を記載します。

2.12.電子申請システムの操作手順（２）・・・案件の記載

Nagoya University Proprietary Information
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＜１＞技術に対する
チェック部分

＜２＞技術・貨物のい
ずれか又は両方のチェッ
ク部分

チェック部分の入力が完了する
と「判定」が表示されます。

ボタンをclickすると、説明ファイルが開く

1-1-5 新規申請の方法③（留学生等の受入用、技術の提供・貨物の輸出用）
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判定

2.12.電子申請システムの操作手順（３）・・・法令チェック
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「一時保存」を選択しま
す。

◎該非判定書及びカタログや仕様書等を
添付（貨物・技術の場合）
もしくは
履歴書及び研究計画書（留学生等の受
入の場合）を添付し根拠を明確にする。

1-1-6 新規申請の方法④（留学生等の受入用、技術の提供・貨物の輸出用）
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2.12.電子申請システムの操作手順（４）・・・該非判定書添付
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1-1-17 審査票（事前チェックリスト等）の印刷について

印刷
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2.12.電子申請システムの操作手順（５）・・・審査・承認結果

Nagoya University Proprietary Information



2.13. 啓発活動（教育・研修等）・・・主な活動
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項目 内容 時期 備考／検討内容

説明会・
研修会等

新任教育研修 毎年4月 新任教員研修会で実施

部局別説明会 毎年10～1月頃 教授会等での説明会

教職員向け研修会
★大学院講義（留学生含）

定期開催（毎年）
今年から開始

定期開催（毎年）
研究リテラシーで講義

配布資料 ハンドブック［第5版］2017更新 2～3年毎更新 全教職員へ配布

★受入れ用パンフレット
（担当教員、受入れ者用）

2013年12月作成、
2016年3月改訂
ホームページにも掲載

手続きを分かり易くする
受入れ者用に英文版あり

経産省作成パンフレット 入手し全員に配布済 説明会等でも利用

電子教材 輸出管理ホームページ 2017年4月リニューアル 個別指導等でも利用、

★Ｅメール研修 2013年後期のみ 全6回、メールマガジン方式

★Ｅラーニング 2014年10月開始 負担の少ない方式を検討

その他 ①個別相談の機会に訪問・丁寧な指導、積極的な支援等
②監査での部局長、事務担当に対する啓発（最新情報の提供、意見交換等）

○教職員の意識・知識を高め、教職員が申請や相談してもらうようにすること
○啓発活動は、継続的、地道に、あらゆる方法・機会を利用する ・・・ 近道なし
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CASE-B・・・大学院
の講義、説明会



研修テキスト

チェックテスト

■ 図表等による解説部分

■ 説明文による解説部分

■ チェックテスト部分

・法令編10問、学内手
続き編10問
・〇×で回答を行う
・正誤と解説を参照できる
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2.14.. 啓発活動/e-Learningのコンテンツ（日本語・英語）
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大学のグローバル化、留学生等の受入の増加から
特に「技術の提供」の場面の輸出管理が今後の強化事項

22

2.15. まとめ（課題と今後の方向性）

・2009年から名古屋大学の安全保障輸出管の体制・システムを構築をし、8年目
の現在までトラブルゼロを継続している。
・地道な啓発活動や相談対応により、教職員の認識は向上してはいるが、以下の
の課題がある。
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■ 効率的で実効的な管理（リスクと管理負担に応じた濃淡管理）
「技術の提供」に焦点を当てて、実施中。

・研究内容の機微度調査と機微度に応じた審査等のシステム導入
・留学生等の受入れ時、在籍時、帰国時の輸出管理説明会・講義の充実
・海外拠点（海外キャンパス）等新たなケースにおける輸出管理等への対応

◎課題

「技術の提供」が見えないところで、頻繁に、様々な相手に対して起きている大学では、
リスク、管理負担に応じた管理方法（濃淡管理モデル）を意識することが特に重要。

◎チャレンジ
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